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【(e-TAXグループ通算)マスター確定時のチェック一覧】※2023年02月版時点

行 メニュー チェックの発生状況 メッセージ 対処方法 備考

1
中小通算法人の判定基礎が未設定の
ため、中小通算法人等の判定ができない
通算法人が存在する場合

　以下の該当する対処を行います。

　メニュー101の[基本情報の登録]ＷＳの[中小通算法人等
の判定基礎]タブで、以下を設定します。

１．メニュー101の[中小通算法人等の区分の設定]ＷＳで
　[中小通算法人(法法66⑥の判定)]欄が
　「各通算法人の資本金額等をもとに自動判定」の場合

(1) [法法66⑤(大法人による完全支配関係等)への該当]欄
　が未選択の場合は、当該区分を設定(※１)します。
　　※１　通算親法人が協同組合等である場合の当該通算
　　　　親法人を除きます。

(2) 「資本又は出資を有しない法人」欄が未選択の場合は、
　当該区分を設定(※２)します。
　　※２　「法人の種類」が「普通法人」で「その他の法人」
　　　　以外の場合は除きます。

２．メニュー101の[中小通算法人等の区分の設定]ＷＳで
　[通算適用除外事業者(措法42の4⑲八の二)の判定」]欄
　が「各通算法人の状況をもとに自動判定」の場合

(1) 「適用除外事業者(措法42の4⑬八]－[判定方法]欄が
　未選択の場合は、当該区分を設定します。

１．通算法人を追加登録時に、[中小通算法人等の判定基礎]タブの設定を
　行わなかった（当該タブを開いていない）場合に、当該チェックに該当します。
　　※中小通算法人や通算適用除外事業者の判定が自動判定の場合に限ります。

２．メニュー107の起動時にも当該チェックが行われます。

2
通算親法人の[法人の種類]が未設定の
場合

メニュー101の[基本情報の登録]ＷＳの[基本情報③]タブ
の[法人の種類]欄の上段(※１)と下段(※２)の両方を選択
してください。

１．連結納税システムから移行後に、通算親法人で[基本情報③]タブを確認せずに
　マスターを確定した場合に発生します。

２．左欄の※は以下です。
※１　普通法人か協同組合等かどうかの選択
　　　 (協同組合等の場合は、特定の協同組合かどうかも選択)
※２　普通法人の場合は、以下の５つから会社区分を選択
　　 　①株式会社　②合同会社　③合名会社　④合資会社　⑤その他の法人
　　　 協同組合等の場合は、以下の２つから会社区分を選択
　　　 ①農業協同組合等　②上記以外の協同組合等

3
登録済の通算子法人数がライセンス数を
超過している場合

当該エラーが発生するＰＣで、プロダクトキーの管理ツール
で、再発行されたプロダクトキー(※)を再登録します。
※　期中に通算子法人の加入があり、ライセンス数を増加
　する場合は、プロダクトキーの再発行が必要になります。

１．当該現象が発生するケースは以下です。
(1) 期中に通算子法人の加入があり、ライセンス数を増やす必要があるため、
　　プロダクトキーを再発行(※１)した。
　　　 ※１　再発行したプロダクトキーは、通算親法人の担当者のＰＣで再登録
　　　　　　する必要があります。
　　　　　　　なお、通算子法人の担当者のＰＣ(※２)では、再発行したプロダクトキー
　　　　　　を再登録しなくてもシステムをそのまま利用可能です。
　　　 ※２　ライセンス数が不足しているプロダクトキーを使用しているＰＣでは、
　　　　　　以下の処理を行うことができません。
　　　　　　　以下の処理は、通常は通算親法人のみが行う処理のため、通算子法人
　　　　　　には影響がありません。
　　　　　　　①　マスターの確定
　　　　　　　②　全体計算(メニュー701)
(2) 通算親法人のＡさんのＰＣで再発行されたプロダクトキーを登録し、通算子法人
　　の追加処理を行った。（マスター未確定の状態)
(3) 通算親法人のＢさんのＰＣでは再発行されたプロダクトキーの登録を失念し、
　　当該ＰＣでマスターを確定しようとして、当該エキスパートチェックが発生した。

4
通算親法人が協同組合等に該当する場合
に中間申告(仮決算)を処理しようとした場合

中間申告義務のある通算子法人は、予定申告データを
使用して予定申告を行ってください。

１．通算親法人が協同組合等に該当する場合は通算親法人では中間申告が
　不要であり、また、通算子法人は仮決算による中間申告を行うことはできないため、
　予定申告を行う必要があります。

5 通算法人を1社も登録していない場合
メニュー101の[基本情報の登録ＷＳで、1社以上の通算
法人を登録してください。

6
受取配当等の益金不算入額計算上の
株式区分が登録されていない銘柄が
ある場合

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

メニュー103の[受取配当等の益金不算入額計算上の
株式区分の登録]ＷＳを開いて、各銘柄の株式区分を
設定してください。

メニュー402(404)の別8(1)のＷＳで銘柄を直接入力
するため当該区分が未設定でも問題ない場合は、
[ｷｬﾝｾﾙ]でメッセージを終了してマスターを確定して
ください。

１．全ての銘柄(※)の受取配当等の益金不算入額計算上の株式区分が未設定の場合
　（＝メニュー103の[受取配当等の益金不算入額計算上の株式区分の登録]ＷＳを
　一度も開いていない場合）に、別表8(1)関連の計算処理が行えない状況になる可能性
　があるため、注意喚起のメッセージが表示されます。
 　※　一度当該ＷＳを開いて株式区分を設定後に、新たな銘柄を追加登録した場合で
　　　当該銘柄の株式区分を設定しなかった場合は、当該メッセージは表示されません。
　　　　追加登録した銘柄の株式区分の設定を忘れないようご留意ください。

２．予定申告では当該チェックは行われません。

7
「所得税額控除の区分」が未設定の銘柄が
存在する場合

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

メニュー103の[銘柄の登録]ＷＳで、「所得税額控除の区分」
が未設定の銘柄で、当該区分を設定します。

メニュー402(404)の別表6(1)等のＷＳで銘柄を直接入力
するため当該区分が未設定でも問題ない場合は、[ｷｬﾝｾﾙ]
でメッセージを終了してマスターを確定してください。

１．「所得税額控除の区分」が未設定の銘柄が存在する場合、別表6(1)や別表6(5の2)
　の計算処理が行えない状況になる可能性があるため、注意喚起のメッセージが
　表示されます。

２．「所得税額控除の区分」は必須項目です。
　　そのため、新規に銘柄を登録する場合は、必ず設定されます。
　　当該チェックに該当するのは、メニュー101で登録した通算法人の銘柄がメニュー103
　の[銘柄の登録]ＷＳに連動されて、当該区分を未設定のままとして、マスターの確定を
　行う場合です。

３．メニュー103の[有価証券マスターと法人税ワーキングシートの連携設定]ＷSで、
　有価証券マスターを別表6(1)や別表6(5の2)と連動しないと設定している場合は、
　当該チェックは行われません。

４．予定申告では当該チェックは行われません。

8
大通算法人にもかかわらず、法人税の繰越
欠損金の損金算入限度額が「所得金額
(100%)」と設定されている場合

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

メニュー107の[繰越欠損金]タブの[法人税の繰越欠損金の
損金算入限度額]欄の設定を正しく設定(※)してください。
設定が正しい場合は、[ｷｬﾝｾﾙ]でメッセージを終了して
マスターを確定してください。

１．大通算法人の場合は、以下の場合を除いて所得金額の50%が損金算入限度額
　となります。
　　①　全ての通算法人が新設法人に該当する場合は、「所得金額(100%)」を
　　　選択します。
　　②　通算法人の中に以下の「所得金額(100%)」が損金算入限度額となる法人が
　　　含まれる場合は、「通算法人ごとに設定」を選択し、各通算法人のメニュー402
　　　の[法人税額の計算基礎]ＷＳで設定します。
　　  　1)再建中の法人
　　　  2)新設法人
　　　　 なお、協同組合等に該当する通算親法人は、当該区分に依らず「所得金額(100%)」
　　　　 として計算します。

２．中小通算法人の場合は、所得金額(100%)が損金算入限度額となります。

３．予定申告では当該チェックは行われません。

9
中小通算法人にもかかわらず、法人税の
繰越欠損金の損金算入限度額が「所得
金の50%」と設定されている場合

メニュー107の[繰越欠損金]タブの[法人税の繰越欠損金の
損金算入限度額]欄の設定が、「所得金額(100%)」になって
いることを確認してください。

１．中小通算法人の場合、当該区分は「所得金額(100%)」で固定となり変更できません。

２．当該チェックに該当するケースは、メニュー101の[中小通算法人等の区分の設定]ＷＳ
　や[基本情報の登録]ＷＳの設定を変更したことで、大通算法人から中小通算法人に区分
　が変更された後にメニュー107を開き直していないことで、「法人税の繰越欠損金の損金
　算入限度額]欄が「所得金額(100%)」以外のままに設定されている状況で、マスターを
　確定しようとした場合です。

３．予定申告では当該チェックは行われません。

10
[交際費等の損金算入(別表15)]－[損金算入
限度額]欄が未設定の場合

ｃ
メニュー107の[その他グループ統一設定]タブの
[交際費等の損金算入(別表15)]－[損金算入限度額]欄を
設定してください。

１．メニュー107を一度も開いていない場合は損金算入限度額の区分が設定されないため、
　この状態でマスターを確定しようとすると、当該チェックに該当します。

２．予定申告では当該チェックは行われません。

11

大通算法人にもかかわらず、中小通算法人
等の定額控除限度額(※)を「適用可」として
いる場合
※[交際費等の損金算入(別表15)]－[損金
　算入限度額]－[中小通算法人等の定額
　控除限度額]欄

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

メニュー107の[その他グループ統一設定]タブを開いて
[中小通算法人等の定額控除限度額]欄を「適用不可」に
変更してください。
※意図して「適用可」としている場合は、[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンで
　そのまま処理を継続可能です。

１．当該チェックに該当するケースは、メニュー101の[基本情報の登録]WCで、以下の
　条件のいずれか該当する通算法人(通算対象外の法人を除く)が１社以上存在する
　場合で、[中小通算法人等の定額控除限度額]欄が「適用可」とされている場合です。
　①　[基本情報③]タブ－[期末現在資本(出資)金]欄で、1憶超が入力されている。
　②　[中小通算法人等の判定基礎]タブの[法法66⑤(大法人による完全支配関係等)
　　　への該当]欄で「該当する」が選択されている。

２．予定申告では当該チェックは行われません。

12

中小通算法人等にもかかわらず、中小通算
法人等の定額控除限度額(※)を「適用不可」
としている場合
※[交際費等の損金算入(別表15)]－[損金
　算入限度額]－[中小通算法人等の定額
　控除限度額]欄

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

中小通算法人等の定額控除限度額の適用を受ける場合
は、メニュー107の[その他グループ統一設定]タブを開いて
[中小通算法人等の定額控除限度額]欄を「適用可」に
変更してください。
※当該制度の適用を受けない場合は、[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンで
　そのまま処理を継続可能です。

１．当該チェックに該当するケースは、メニュー101の[基本情報の登録]]ＷSで、
　以下の条件のいずれか該当する通算法人(通算対象外の法人を除く)が１社も
　存在しない場合で、[中小通算法人等の定額控除限度額]欄が「適用不可」と
　している場合です。
　①　[基本情報③]タブ－[期末現在資本(出資)金]欄で、1憶超が入力されている。
　②　[中小通算法人等の判定基礎]タブの[法法66⑤(大法人による完全支配関係等)
　　　への該当]欄で「該当する」が選択されている。

２．予定申告では当該チェックは行われません。

企業マスター
(メニュー101)

保有有価証券マスター
(メニュー103)

ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体での統一
処理の設定
(メニュー107)
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13

期末現在資本金(出資金)が100億円超の
通算法人が存在するにもかかわらず、
支出接待飲食費の50%相当額(※)を
「適用可」としている場合
※[交際費等の損金算入(別表15)]－
　[損金算入限度額]- [支出接待飲食費
　の50%相当額]欄

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

メニュー107の[その他グループ統一設定]タブを開いて
[支出接待飲食費の50%相当額]欄を「適用不可」に変更
してください。
※意図して「適用可」としている場合は、[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンで
　そのまま処理を継続可能です。

１．当該チェックに該当するケースは、メニュー101の[基本情報の登録]]ＷSの[基本情報③]
　タブの[期末現在資本(出資)金]欄で100億超を入力している通算法人(通算対象外の法人
　を除く)が１社以上存在し、[支出接待飲食費の50%相当額]欄を「適用可」としている場合で
す。

２．予定申告では当該チェックは行われません。

14

期末現在資本金(出資金)が100億円超の
通算法人が存在しないにもかかわらず、
支出接待飲食費の50%相当額(※)を
「適用不可」としている場合
※[交際費等の損金算入(別表15)]－
　[損金算入限度額]- [支出接待飲食費
　の50%相当額]欄

※初期値は[ｷｬﾝｾﾙ]です。

支出接待飲食費の50%相当額の適用を受ける場合は、
メニュー107の[その他グループ統一設定]タブを開いて
[支出接待飲食費の50%相当額]欄を「適用可」に変更
してください。
※当該制度の適用を受けない場合は、[ｷｬﾝｾﾙ]ボタンで
　そのまま処理を継続可能です。

１．当該チェックに該当するケースは、メニュー101の[基本情報の登録]]ＷSの[基本情報③]
　タブの[期末現在資本(出資)金]欄で100億超を入力している通算法人(通算対象外の法人
　を除く)が１社も存在しない場合で、[支出接待飲食費の50%相当額]欄を「適用不可」として
　いる場合です。

２．予定申告では当該チェックは行われません。
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